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人権の窓

問合せ先　　役場総務課　　☎７５－４１１１

「特設人権相談について」
日　　時　７月５日（火）

　　　　　午前９時３０分～

　　　　　　　　　　１１時３０分

場　　所　智頭町総合センター

相談内容　人権問題全般（相談無料）

開設日時

平日　午前８時３０分～

　　　　午後５時１５分

ナビダイヤル　０５７０－００３－１１０

法務局でも人権相談を

　　　　　　　お受けしています

　地域の部落解放への切実な願いのも

と、久志谷児童館と本折児童館は建設

されました。児童館では、仲間づくり

を原点に置き差別を見抜き、差別を許

さず、差別を克服する教育を基本に、

部落の完全解放の担い手の育成を目的

として、◎人権学習、◎学力保障、◎

仲間づくりの３本の柱に沿って解放子

ども会活動に取り組んでいます。

　今年度も、誰もが人権を脅かされることなく幸せに暮ら

せ、自分らしく心豊かに生きれる未来へとなるように願っ

て、「未来を創ろう！可能性は無限大！」（久志谷）、「私た

ちの村、本折～地域の人とのふれあいを大切にする～」（本

折）のテーマのもと、解放子ども会活動をしていきます。

◎人権学習
・部落差別をはじめとするあらゆる差別をしない、許さな

い感性を育てる。

・自分の地域に誇りを持ち、故郷を大切にする気持ちを育

てる。

◎学力保証
・いろいろな職業の人に出会うことにより、生き方を学び、

自分の将来の夢にむけて目標や展望を持つ。

・自信を持って挑戦していく力を育てる。

◎仲間づくり
・活動を通し、社会性やコミュニケーション能力を高める。

・自分が好き、自分が大事だと思える自己肯定感を育てる。

・誰もがかけがえのない仲間だと思える関係を作る。

・役立ち感、感謝の気持ちを大切にする。

地域の伝承文化を受け継いでいます

クイズラリーを楽しみました

みんなで目標を考えました

▲

夢と希望を大切に！

解放子ども会の取組み
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